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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 Q 42005：0000 
 （ISO/IEC 42005：2025） 

情報技術－人工知能（AI）－AI システム インパクト

アセスメント 
Information technology－Artificial intelligence (AI)－AI system impact 

assessment 
 

序文 

この規格は，2025 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 42005 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

何らかの形態をもつ人工知能（AI）を組み込んだシステム，製品，サービス及びそれらの構成要素の応

用が拡大していることを受け，AI システムが社会の様々なレベルにどのようなインパクトを及ぼす可能性

があるのかについての懸念が高まっている。AI は，困難な仕事又は危険な仕事の自動化，大量のデータの

迅速で正確な分析，医療の進歩など，大きな利益をもたらすと期待されている。しかし，有害，不公正又

は差別的となり得る結果，環境への悪影響及び望ましくない労働力の削減を含む，AI システムがもつ合理

的に予見可能であるネガティブな影響についての懸念もある。 

AI システムの開発及び利用は，一見問題なさそうに見えても，個人，個人の集まり及び社会全体に（ポ

ジティブにもネガティブにも）大きなインパクトを与える可能性がある。AI 技術を利用したシステムの透

明性及びトラストワージネスを促進するために，これらの技術を開発及び利用する組織は，インパクトを

受ける利害関係者に対し，これらのインパクトが適切に考慮されていることを確実にする行動をとる場合

がある。AI システムのインパクトアセスメントは，ガバナンス，リスク及び適合性評価活動という広範な

エコシステムにおいて重要な役割を果たし，これらが一体となって信頼及びアカウンタビリティのシステ

ムを構築することが可能である。 

JIS Q 38507，ISO/IEC 23894 及び JIS Q 42001 は，それぞれガバナンス，リスク及び（マネジメントシ

ステムによる）適合性評価のために，このエコシステムの重要な部分を形成している。これらは，それぞ

れ，個人及び社会へのインパクトを考慮する必要性を強調している。経営陣は，AI システムの開発及び利

用が企業の価値観及び目標に合致していることを確実にするため，これらのインパクトを理解することが

可能である。リスクマネジメント活動を行う組織は，個人及び社会に対する合理的に予見可能なインパク

トを理解し，組織全体のリスクアセスメントへと適切に組み込むことが可能である。AI システムを開発又

は利用する組織は，これらのインパクトについて理解するとともに，文書類をマネジメントシステムに組

み込むことによって，当該 AI システムが関連する利害関係者の期待並びに内部及び外部の要件を満たす

ことが可能である。 

AI システムのインパクトアセスメントを実行し，その文書化した結果を活用する行動は，信頼でき透明

性のある AI システムを生み出すためのあらゆる組織レベルでの活動に不可欠である。このため，この規
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格は，このようなアセスメントを完了するためのプロセスを実施するとともに，効果的なアセスメントを

行うために必要な構成要素に関する共通理解を促進する方法について，組織向けの手引を示す。 

1 適用範囲 

この規格は，人工知能（AI）システム及びその予見可能な適用によってインパクトを受ける可能性のあ

る個人及び社会に対する，AI システム インパクトアセスメントを行う組織のための手引を提供する。こ

の規格には，そのようなアセスメントをいつどのように行うか，また，AI システムライフサイクルのどの

段階で行うかについての考慮事項及び AI システム インパクトアセスメントの文書化についての手引を含

む。 

さらに，この手引は，この AI システム インパクトアセスメントプロセスを組織の AI リスクマネジメ

ント及び AI マネジメントシステムに統合することを可能にする方法も含む。 

この規格は，AI システムを開発，提供又は使用する組織によって使用されることを意図している。この

規格は，組織の規模，業種・形態及び性質を問わず，全ての組織に適用可能である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 42005:2025 ， Information technology － Artificial intelligence (AI) － AI system impact 
assessment（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。なお，西暦年に括弧を付

けた規格は，版を指定した引用と最新版を引用する場合とがあることを示している。 

JIS X 22989（:2023） 情報技術－人工知能－人工知能の概念及び用語 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 22989（:2022），Information technology－Artificial 
intelligence－Artificial intelligence concepts and terminology 

ISO/IEC 23053，Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML) 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS X 22989 及び ISO/IEC 23053 による。 

ISO 及び IEC は，標準化に利用する用語データベースを次のアドレスで維持している。 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

3.1 
AI システム インパクトアセスメント（AI system impact assessment） 

AI を利用した製品又はサービスを開発，提供又は利用する組織による，個人，個人の集まり及び社会

へのインパクトを考慮するための正式な文書化したプロセス 
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3.2 
意図した用途（intended use） 

AI システムの設計対象になっている用途 

3.3 
意図しない用途（unintended use） 

AI システムの設計対象になっていない用途 

3.4 
対象利用者（intended users） 

AI システムの設計対象になっている人々の集まり又は情報システム 

（出典：ISO 20282-1:2006 の 3.12 を変更。“人々”を“人々又は情報システム”に置換え，“製品”を

“AI システム”に置換え。注記 1 及び注記 2 を削除） 

3.5 
利害関係者（interested party） 

ある決定事項若しくは活動に影響を与え得るか，その影響を受け得るか，又はその影響を受けると認識

し得る，個人又は組織 

（出典：JIS Q 42001:2025 の 3.2 の“認識している”を“認識し得る”に表現を修正） 

3.6 
合理的に予見可能な誤使用（reasonably foreseeable misuse） 

容易に予測できる対象利用者の行動によって引き起こされる可能性がある使用であるが，AI システム

開発者又は提供者が意図しない方法による AI システムの使用 

注釈 1 容易に予測できる人間の行動は，様々なタイプの使用者，例えば，高齢者，子ども，障害者な

どの行動を含む。詳細は，ISO 10377 を参照。 

注釈 2 消費者安全の文脈では，“合理的に予見可能な使用”という用語が“意図した用途”の同義語と

して，“意図しない用途”が“合理的に予見可能な誤使用”の同義語として使われることが増え

ている。 

注釈 3 規格又は規制の適用領域によって，具体的な定義が多少異なる場合がある。 

（出典：JIS Z 8051:2015 の 3.7 を変更し，表現を修正。“製品又はシステム”を“AI システム”に，

“供給者”を“AI システム開発者又は提供者”に置換え） 

3.7 
限定的な用途（restricted use） 
法律，組織方針又は契約によって制約される AI システムの用途 

3.8 
機微な用途（sensitive use） 
個人，個人の集まり又は社会に重大な負のインパクトを与える可能性のある AI システムの用途 

3.9 
トップマネジメント（top management） 

最高位で組織を指揮し，管理する個人又は人々の集まり 

注釈 1 トップマネジメントは，組織内で，権限を委譲し，資源を提供する力をもっている。 

注釈 2 マネジメントシステムの適用範囲が組織の一部だけの場合，トップマネジメントとは，組織内
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のその一部を指揮し，管理する人をいう。 
（出典：JIS Q 42001:2025 の 3.3） 

4 略語 
AI 人工知能（artificial intelligence） 

BIA 事業インパクトアセスメント（business impact assessment） 

EIA 環境インパクトアセスメント（environmental impact assessment） 

FIA 財務インパクトアセスメント（financial impact assessment） 

HRIA 人権インパクトアセスメント（human rights impact assessment） 

IT 情報技術（information technology） 

ML 機械学習（machine learning） 

PIA プライバシーインパクトアセスメント（privacy impact assessment） 

PII 個人識別可能情報（personally identifiable information） 

SIA セキュリティインパクトアセスメント（security impact assessment） 

5 AI システム インパクトアセスメントプロセスの開発及び実装 

5.1 一般 

5.1.1 組織は，AI システム インパクトアセスメントを実行し，文書化するための構造化され，一貫した

手法をもつことが望ましい。使用されるプロセスは，様々な要因によって異なる可能性がある。 

5.1.2 内部要因は，次の項目を含む。 

a) 組織の状況，ガバナンス，目的，方針及び手順 

b) 契約上の義務 

c) 開発又は利用する Al システムの意図した用途 

d) リスク選好 

5.1.3 外部要因は，次の項目を含む。 

a) AI システムの使用禁止を含む，適用される法的要求事項 

b) AI システムの開発及び利用における法的要求事項の解釈又は執行にインパクトを及ぼす規制当局の

方針，指針及び決定 

c) AI システムの意図した用途に関連する動機付け（incentive）又は結果 

d) AI システムの開発及び利用に関する文化，伝統，価値観，規範及び論理 

e) AI システムを利用した新しい製品及びサービスの，競争環境及び動向 

5.1.4 箇条 5 では，組織がこのようなプロセスを実装する際に考慮可能な AI システム インパクトアセ

スメントプロセスの要素について詳しく説明する。 

5.2 プロセスの文書化 

組織は，AI システム インパクトアセスメントを完了するためのプロセスを文書化することが望ましい。
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当該文書は，最新の状態に保たれ，必要に応じて関連する利害関係者に提供されることが望ましい。プロ

セスの文書化には，箇条 5 の項目に関する情報を含めることが望ましい。プロセスの文書化の意図した結

果は，組織の必要性及び AI システムの種類に応じて異なる可能性があり，例えば，次を含むことが可能で

ある。 

a) 文書化した手順書 

b) AI システムのインパクトアセスメント整合ガイド若しくはテンプレート（附属書 D 参照），又は単独

のテンプレート（附属書 E 参照） 

c) 啓発及び訓練のためのユースケース 

d) 関連する AI マネジメントシステムの様々なマネジメントレビューへのインプット 

e) 完了した AI システム インパクトアセスメント及びアセスメントプロセスから得られた他の作成物 

文書類は，AI システム インパクトアセスメントプロセス全体を通じて，すなわち，設計，再設計，展

開及び評価の各段階で，組織のデータ保持方針及びデータ保持に関する法的義務に従い，維持することが

望ましい。 

5.3 他の組織マネジメントプロセスとの統合 

組織は，AI システム インパクトアセスメントが他の組織プロセスとどのように統合されるかを文書化

することが望ましい。これには，次のような考慮事項が含まれる可能性がある。 

a) 組織が AI システム インパクトアセスメントと組織のリスクアセスメントとを統合する方法 

b) 組織が AI システム インパクトアセスメントと他の種類のインパクトアセスメントとを統合する方法 

c) 合理的に予見可能なインパクトに対応するために，どのような組織のガバナンス，リスク及び適合性

プロセスが整備又は計画されているか。 

注記 附属書 A，附属書 B 及び附属書 D に，追加の情報を示す。 

5.4 AI システム インパクトアセスメントのタイミング 

5.4.1 AI システム インパクトアセスメントプロセスを確立する一環として，組織は，そのようなアセス

メントをいつ，どのレベルまで実行するのが望ましいか，又はいつ，以前の AI システム インパクトアセ

スメントを再利用，再目的化若しくは改訂可能であるか，また，どの程度まで実施すべきかを決定し，定

義することが望ましい。AI システム インパクトアセスメントのタイミングの決定は，次のような要因に

よってインパクトを受けることがあるが，これらには限定されない。 

a) 適用される法的要求事項 

b) 契約上及び職業上の義務及び責務 

c) 内部体制，方針，プロセス，手順及び技術を含む資源 

d) AI システムのリスクレベル（組織は，追加の手引として ISO/IEC 23894:2023 の 6.3.4 を考慮すること

が可能である。） 

e) 顧客を含む関連する利害関係者の期待 

f) 内部の AI システムライフサイクルプロセス 

AI システム インパクトアセスメントのタイミング，及び組織が実施した他のインパクトアセスメント

との関連付け又は整合を可能にする方法についての追加の手引については，附属書 D を参照。 
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5.4.2 組織は，変更が次のような要因で発生した場合に，再アセスメントを考慮することが望ましいが，

これらには限定されない。 

a) AI システムの利用者に対する変更を含む AI システムの意図した用途の変更 

b) 顧客の期待の変化 

c) 次の変更を含む，AI システム自体の変更 

1) 使用するデータ 

2) AI システムの複雑さ又は種類 

3) AI システムのパフォーマンス 

d) AI システムの運用環境の変化 

e) 次の変化を含む，AI システムを取り巻く状況の変化 

1) 適用される法的要求事項 

2) 契約上の義務 

3) 内部方針 

4) AI システムの関連する利害関係者 

5) 組織が運用する又は運用を想定している場所及び部門 

再アセスメントの引き金となる変更を実施する前に，AI リスクアセスメント及び AI システム インパク

トアセスメントを実行することが望ましい。 

5.4.3 タイミングの考慮事項には，次のものを含む場合がある。 

a) AI システム インパクトアセスメントの実行頻度 

b) AI システムライフサイクルのどの段階で AI システム インパクトアセスメントを実行するか。 

c) AI システム インパクトアセスメントを更新する頻度 

d) どのような状況下で新しい AI システム インパクトアセスメント又は更新が必要になるか。 

e) AI システム インパクトアセスメントに結び付く他のインパクトアセスメントは何か。 

5.4.4 組織は，AI システム インパクトアセスメントが要求される場合に，トリアージツールを使用する

かどうかを検討することが望ましい。例えば，組織が“高リスク”の AI システムに対してだけ AI システ

ム インパクトアセスメントを実施することを判断した場合には，プロセスの一環として，何が“高リスク”

AI システムを構成するのか，及びインパクトアセスメントの必要性を引き起こす要因は何かを文書化する

ことが望ましい。トリアージプロセスでは，AI システムが高リスクであって完全な AI システム インパク

トアセスメントを必要とするかどうかを判断するために，簡略版の AI システム インパクトアセスメント

を要求する場合がある。 

5.5 AI システム インパクトアセスメントの範囲 

組織は，5.1 に記載している内部及び外部要因，関連する利害関係者の期待及び個人，個人の集まり又は

社会に対する合理的に予見可能なインパクトを考慮して，AI システム インパクトアセスメントの適用性

及び AI システム インパクトアセスメントの境界を含む範囲を定義することが望ましい。AI システム イ
ンパクトアセスメントの範囲には次を含めることが可能であるが，これらには限定されない。 

a) AI システム全体又は利用者が使用可能であることが明らかな機能を提供する AI システムの構成要素

（例えば，AI システムの一つ以上の構成要素に変更が加えられた場合） 

b) AI エコシステム内の組織の役割記述（例えば，データ提供者，モデル提供者，サービス提供者又は製
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品提供者） 

システムが相互接続された AI システムで構成されている場合，組織は，一括した AI システム インパ

クトアセスメントを実行するかどうかを検討することが望ましい。 

注記 AI システム構成要素への変更は，様々な利害関係者への AI システム インパクト全体に影響する

可能性がある。 

5.6 責任の割当て 

組織は，AI システム インパクトアセスメント 1)の責任が割り当てられ，組織内に周知されることを確

実にすることが望ましい。関連する責任は，AI システム インパクトアセスメントの性質，その範囲及び

程度，以前のアセスメントの有無など，様々な要因に依存し，次に対する責任が含まれる場合がある。 

注 1) 対応国際規格では，“AI system impact assignment”と記載しているが誤記であり，正しくは“AI 
system impact assessment”なので修正した。 

a) アセスメントの範囲の確立 

b) 適切なリソースの配分の確保 

c) 文書化した情報の可用性の確保 

d) アセスメントに貢献可能である関連する利害関係者（例えば，研究開発，マーケティング及び販売，

セキュリティ及び運用に責任を負うグループ及び要員，法務担当者，労働代表並びに他の関連する利

害関係者）とのリエゾン 

e) 結果又は関連する情報の他の組織プロセス又は機能への報告及び伝達 

f) 承認プロセス及びエスカレーションの確立 

g) AI マネジメントシステム及び組織内の関連マネジメントレビューへの AI システム インパクトアセ

スメントの可用性の確保 

責任の割当ては，必要な経験及び力量，役割の関連性，並びに情報へのアクセスの必要性を考慮するこ

とが望ましい。 

組織は，責任の割当てにおいて，AI システムのライフサイクル全体を通じて，インパクトを合理的に予

見，対処することが可能となるように考慮するため，学際的な手法に関連する必要性を考慮に入れている

ことを確実にすることが望ましい。 

注記 関連する分野には，工学，健康及び安全，人権，倫理並びに人類学，社会学，心理学などの社会

科学が含まれる可能性がある。 

5.7 機微な用途，限定的な用途及びインパクト尺度のしきい（閾）値の設定 

AI システム インパクトアセスメントプロセスの重要な部分は，特に AI システムの使用に関するしきい

（閾）値が文書化されていることを確実にすることである。組織は，その運用状況に基づいて，これらの

しきい（閾）値を定義することが望ましい。これには，次のような考慮事項が含まれる可能性がある。 

a) 適用される法的要求事項 

b) 関連する利害関係者の期待 

c) 最新の技術 

d) AI システムがもたらす恩恵 

e) 文化，労働及び社会規範 
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f) 適用可能な AI の倫理的な枠組み 

しきい（閾）値の種類及び量に応じて，組織は，レビュー及び承認を含む追加のプロセスを実装するこ

とが可能である。例えば，組織は，特定の使用又は合理的に予見可能な誤使用が（利害関係者にとって）

機微である，又は組織の方針によって禁止されていると判断することが可能である。法的又は他の外部の

要求事項によって，さらに，用途の機微性，又は AI システムの合理的に予見可能な誤使用を判定すること

が可能である。AI システム インパクトアセスメントが，その計画した用途が“機微”又は“限定”カテ

ゴリーに該当することを示している場合，組織は，プロセス全体でみたときの次のステップは何かを，文

書化することが望ましい。 

例 1 例えば，機微なユースケースとしては，貸付の決定を自動化するように設計された AI システムが

あり，そのようなシステムは，個人に重大な財務上の有害なインパクトを与える可能性がある。 

例 2 機微又は限定的な用途が特定された場合，そのような用途は，マネジメントにエスカレーション

可能である（承認を含む。）。権利，特に子どもの権利に大きなインパクトを与え，技術的な改善

では緩和できない有害なインパクトを与える AI システムを考えてみよう。このような問題は，有

害なインパクトのためにこの AI システムの展開を見直すかどうかを決定するために，エスカレ

ーションすることが可能である。 

また，組織は，どのように総合的なインパクト尺度が決定されるか，及び合理的に予見可能なインパク

トが計算されるかを考慮することが望ましい。AI システム インパクトアセスメントの結果は，例えば，

AI システムのために意図した用途は機微ではないが，大規模な利用者にインパクトを与える可能性がある

ことを示す場合があり，組織が AI システム インパクトアセスメントプロセスで決定するインパクト尺度

及び次の手続的なステップを考慮することが望ましい。 

組織は，AI システム インパクトアセスメントの様々な部分を定義する際に，合理的に予見可能なイン

パクトの大きさを考慮することが望ましい。組織は，AI システムの成果として生じる可能性がある，合理

的に予見可能なインパクトの種類の基準を備えることが望ましい。例えば，合理的に予見可能なインパク

トの大きさをアセスメントするために，そのインパクトが組織，個人の集まり又は社会に対して著しく有

害な結果をもたらす可能性がある場合には，そのインパクトが重大であると評定する基準を，AI システム 
インパクトアセスメントに含めることが可能である（例えば，参考文献[16]の 3.2 参照）。 

5.8 AI システム インパクトアセスメントの実行 

AI システム インパクトアセスメントを実行する際には，組織は，必要に応じて，次を考慮することが

望ましい。 

a) 全ての特定された個人，個人の集まり及び社会に対する合理的に予見可能な AI システムからのイン

パクト（例えば，人権及び基本的権利へのインパクト）の特定。有益なインパクト及び有害なインパ

クトの両方を考慮することが望ましい。 

b) 次の更なる考慮が含まれるが，これらだけには限らない。 

1) そのようなインパクトが組織のリスクにどのように変換されるか。 

2) 参考文献[16]の 3.2 に概説されているように，複数の AI 関連の組織の目的がどのように個人の集ま

り又は社会にインパクトを与える可能性があるか。 

c) 参考文献[16]及び参考文献[16]の 3.3 に概説されているように，個人及び個人の集まりへのインパクト

を，定期的に又は必要に応じて，例えば，AI システムライフサイクルの特定された段階で，かつ，で

きるだけ早く特定する。 

d) 特定されたインパクトの大きさ及び起こりやすさのアセスメント，並びにこれらのインパクトをリス
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クマネジメントプロセスの一部としてどのように対処するかの決定 

多様なコミュニティからのインプットは，多様な視点を追加することが可能なので，奨励し，アセスメ

ントに統合することが望ましい。 

5.9 AI システム インパクトアセスメントの結果の分析 

AI システム インパクトアセスメントの成果は，AI システムの責任ある利用及び開発において重要な役

割を果たすことが可能である。アセスメントの結果は，分析し，技術的及びマネジメント的な決定の両方

に組み込むことが望ましい。 

技術的には，AI システム インパクトアセスメント結果の分析は，製品又はサービス品質の向上，意図

しない用途又は合理的に予見可能な誤使用に対する組込み型の安全装置，AI システムの安全性及び堅ろう

（牢）性の改善などに使用可能である。また，6.8.2 に規定するように，便益及び危害に対処するための対

策の種類を決定することも含む場合がある。さらに，アセスメントの結果は，5.7 で設定されたしきい（閾）

値と比較することが望ましく，しきい（閾）値の条件を満たさない場合は，修復する行動プランを特定す

ることが望ましい。 

マネジメントレベルでは，分析は，予見可能な AI システムのインパクトに関する組織リスクマネジメ

ントプロセスへの情報提供に使用可能である。これには，個々の AI システム インパクトアセスメントに

ついての検討だけではなく，幾つかのアセスメントを総合的に分析して，傾向が組織のリスク及び目的に

広範なレベルでどのように影響を与える可能性があるのかの判断も含めることが可能である。 

5.10 記録及び報告 

5.10.1 組織は，AI システム インパクトアセスメントの記録方法に関する期待事項，また，AI システム 

インパクトアセスメントの結果及び特定されたインパクトに対処するために講じた対策の報告に関する期

待事項を定義し，文書化することが望ましい。アセスメントの形式は，組織のニーズに応じて異なり，文

書テンプレート，システム又は記録及び報告を可能にするその他のあらゆる方法で記録することが可能で

ある。 

5.10.2 組織には，内部報告及び外部報告の両方が必要となる場合がある。内部報告に関する考慮事項には，

次への報告が含まれる場合がある。 

a) トップマネジメント 

b) 組織の下で作業を行う要員及び人員，又は適切な場合には，彼らの代表者 

c) AI プロデューサー 

d) AI パートナー 

5.10.3 外部報告は，関連する利害関係者が誰であるか，彼らの期待，透明性の必要性に見合ったものであ

ることが望ましいが，一方で，セキュリティ，プライバシー又は機密性の観点から，情報が不適切に漏え

い（洩）しないようにすることが望ましい。外部報告に関する考慮事項には，次の報告が含まれる場合が

ある。 

a) 政策立案者及び規制当局を含む関係当局 

b) AI 顧客 

c) AI パートナー 

d) AI システムの影響を受ける個人，個人の集まり又は社会 
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5.10.4 関連する利害関係者への AI システム インパクトアセスメントの報告には，次を含める可能性が

ある。 

a) 意図した AI システムのユースケースに関連する実際の，又は合理的に予見可能なインパクト情報，

並びに他の潜在的に有益な用途及び合理的に予見可能な誤使用（少なくとも大まかなレベルで） 

b) 6.8 で概説しているインパクトの種類を合理的に可能な限り多く含む，適切な限り多くの，特定された

インパクトの側面 

c) 特定されたインパクトに対処するために講じられた対策 

合理的に予見可能な誤使用に関する情報を報告する場合，組織は，攻撃者に役立つ可能性がある詳細を

省略することが可能である。 

5.10.5 報告書は，インパクトアセスメントに関連する法的要求事項への AI システムの適合性を必要に応

じてアセスメントするために，関連する利害関係者に対して必要とする情報を提供可能であるように，構

造化し，表現することが望ましい。また，特定の部分が，知的財産権の保護又はセキュリティの目的で利

用不可の場合には，理解可能な状態に保たれるように，構造化し，表現することが望ましい。 

5.11 承認プロセス 

組織は，AI システム インパクトアセスメントプロセスの一部として必要な承認を文書化することが望

ましい。これには，設定したしきい（閾）値（5.7 参照）の超過に関連する承認，又は AI システム インパ

クトアセスメント全般の最終的な承認が含まれる場合がある。考慮事項には，次を含めることが可能であ

る。 

a) 承認が必要な場合［例えば，しきい（閾）値を超えた場合，AI システム インパクトアセスメントが

完了した後］ 

b) 誰が責任をもつか（認可の種類によって異なる可能性がある。）。 

c) 外部承認が必要となる場合があるかどうか（例えば，規制，外部の関連する利害関係者）。 

注記 対応国際規格では，a)の括弧の途中で改行して b)としている［b) assessment is completed);］。明ら

かな誤りなので a)と b)とをつなげて a)とし，対応国際規格の c)を b)とし，d)を c)とした。 

5.12 モニタリング及びレビュー 

5.12.1 組織は，次を含む AI システム インパクトアセスメントのモニタリング及びレビューのためのプ

ロセスを定義し，文書化することが望ましい。 

a) いつ，それらが実行されるか（設定された周期か若しくは事象によって引き起こされるか，又はその

両方か。）。 

b) 誰がモニタリング及びレビューを実行するか。 

c) どのような活動がモニタリング及びレビューに含まれているか。 

5.12.2 AI システム インパクトアセスメントレビュー2)のアウトプットには，次に関連する決定を含める

ことが望ましい。 

注 2) 対応国際規格では，“AI system assessment review”と記載しているが誤記であり，正しくは“AI 
system impact assessment review”なので修正した。 

a) 継続的な改善の機会，並びに AI システム インパクトアセスメントの計画及び実施における変更の必

要性 

b) リスクアセスメント及びリスク対応プロセスの変更 
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c) AI 目的の変更 

d) 機微な用途，限定的な用途及びインパクト尺度のしきい（閾）値の変更 

6 AI システム インパクトアセスメントの文書化 

6.1 一般 

この箇条には，文書化された AI システム インパクトアセスメントに含めることが可能な手引が含まれ

ている。組織は，その状況に基づいてその必要性を判断することが望ましく，全ての組織にこの箇条の手

引が適用可能であるわけではない。例えば，第三者が開発した AI システムを実装している組織が，データ

（6.4）又はアルゴリズム情報（6.5）について詳細を把握していない場合がある。 

6.2 AI システム インパクトアセスメントの範囲 

AI システム インパクトアセスメントの範囲は，検討中の AI システム，当該システムがもたらすと予見

可能なインパクト，並びにこれらのインパクトに影響を与える内部及び外部の影響要因について記述する

ことが望ましい。AI システム インパクトアセスメントの範囲には，次の事項とともに AI システムを記述

することが望ましい。 

a) 検討中の AI システムの特定 

b) AI システムの影響を受ける可能性のある個人，個人の集まり及び社会の特定。それには，AI システム 
インパクトアセスメントに関連し，かつ，組織によって合理的に特定可能な，彼らのニーズ及び期待

も含まれる。 

c) 意図した用途及びユースケースの種類についての説明 

d) 個人，個人の集まり及び社会の特定に影響を与える可能性のある，合理的に予見可能な誤使用のリス

ト 

関連する場合には，範囲に a)～d)に挙げた項目の例外について明示することが望ましい。 

インパクトアセスメントの範囲は，6.3 に規定する AI システム情報の様々な部分に基づいて，他のイン

パクトアセスメント［例えば，人権インパクトアセスメント又は人権デューディリジェンス手順（附属書

D 参照）］によって含めたり補完したりすることが可能である。 

6.3 AI システム情報 

6.3.1 AI システム記述 

AI システム インパクトアセスメントには，その AI システムがどのように機能するか，また，高レベル

でどのように機能するかといった，AI システムの基本的な記述を含めることが望ましい。記述には，AI シ
ステムがどのような能力をもつかを含めることが望ましい。これは，レビュー担当者になり得る者に，AI
システム及びそれが運用される環境を理解するために必要な背景情報を与えるためである。AI システム記

述には，組織によって決定される次のような追加の細目を含めることが可能である。 

a) AI システムアーキテクチャの概要 

b) 技術的要求事項及び仕様書 

c) デモンストレーション及び概念実証 

6.3.2 AI システム機能性及び能力 
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AI システムの特徴に関する文書化は，機能性及び能力についてより具体的及び詳細に，並びにそれらが

現行のものであるか又は計画中のものであるかを記述していることが望ましい。これには，例えば，次の

高レベルの記述を含める場合がある。 

a) AI システムが使用する予測，データの種類，アルゴリズム及びモデル（6.4 及び 6.5 も参照） 

b) 利用者との相互作用 

c) ハードウェア及びソフトウェアのコンフィギュレーション 

d) 警告及びしきい（閾）値 

AI システムの機能性及び能力の文書化において，組織は，誤使用の可能性を減らすために，特定の個人

の集まりに対する技術的詳細の開示範囲を特定し，限定することが望ましい。 

AI システムの機能性及び能力に関連して考慮すべき他の文書化は，他のシステム並びにそれらの機能性

及び能力への依存性又は関連性である。例えば，文書化されている AI システムが，別の製品又はシステム

の一部であるモデルに依存している場合などである。 

6.3.3 AI システムの目的 

組織が AI システムを構築又は使用している理由及び AI 技術がこれらの目的の達成にどのように貢献し

ているかについて潜在的なレビュー担当者の理解を助けるため，AI システムの目的を文書化することが望

ましい。AI システムの目的を文書化する際には，組織は，次を考慮することが望ましい。 

a) AI システムの最終利用者又は主要顧客 

b) AI システムが利用者の要求に対処する方法 

c) AI システムの提供価値 

d) AI システムの使用の判断に関連して行われたトレードオフ 

6.3.4 意図した用途 

AI システムが個人，個人の集まり及び社会に与えるインパクトは，その意図した用途に部分的に依存す

る。意図した用途は，ユースケース又はシナリオによって詳細化が可能であり，それらは，次を含むこと

がある。 

a) AI システムが特定の最終利用者又は顧客の集まりのために何をし，また，何を達成するように設計さ

れているか 

b) 最終利用者が AI システムを使用可能な場所及びタイミング 

c) AI システムに制限があるかどうか（AI システムが運用中と想定される期間などの時間的な制限を含

む。）。 

AI システム並びに AI システムの機能性及び能力には，複数の意図した用途をもつ場合がある。組織は，

有益な用途を含む，意図した用途を特定し文書化することが望ましい。 

例 個人の顔をバイオメトリックスキャンして個人を識別することが可能である，銀行によって開発さ

れた AI システム。意図した用途は，次を含む可能性がある。 

－ 銀行のモバイルアプリケーションへのアクセス認可 

－ 銀行支店でのパーソナライズされた体験の提供 

6.3.5 意図しない用途 
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6.3.5.1 組織は，合理的に予見可能な誤使用を特定し，文書化することが望ましい。 

例 銀行によって開発された，個人の顔をバイオメトリックスキャンして個人を識別可能な AI システ

ム。意図しない用途には，個人識別可能情報（PII）の不適切な使用が含まれることがある。 

注記 1 AI 関連の悪用方法[17]，機械学習システム障害の種類及び脅威の種類[18]，AI システム脅威の

特定及び脅威のモデル化[19]，[20]などのリソースでは，幾つかの種類の誤使用を見つけること

が可能である。 

注記 2 JIS Q 42001 は，受容可能な用途，並びに受容不可能な用途及び禁止された用途を，関連する利

害関係者に伝達するための手引を提供している。 

6.3.5.2 AI システムの更なる潜在的に有益な用途又は適用に対処するために，組織は，次に対して適切な

方法を使用することが望ましい。 

a) 組織が追求可能な AI システムの他の有益な用途を特定する。 

b) 利用者が追求可能な AI システムの他の有益な用途を特定する。 

6.4 データ情報及び品質 

6.4.1 一般 

特定の AI システムでは，訓練，妥当性確認及び試験データセットを使用して，訓練済みモデルを作成，

試験及び妥当性確認を行う。本番データは，アウトプットデータを作成するために訓練済みモデルに適用

される。AI システムの状況に基づいた要求事項を満たさない訓練，妥当性確認及び試験のデータセットを

使用すると，不正確なアウトプットが生じ，個人，個人の集まり及び社会に有害なインパクトを与える可

能性がある。さらに，訓練データセットに取り込まれた個人の集まりに対する歴史的又は現在の差別及び

不公平は，差別又は不公平を伝ぱ（播）させ，又は増幅さえする訓練済みモデルをもたらすことがある。 

注記 AI システムで使用されるデータの種類の情報については，JIS X 22989 を参照。 

6.4.2 データ情報 

データセットには，記述がないものから包括的なものまで，幅広い記述情報が付随している場合がある。

組織は，情報が最も包括的である場合に，AI システムにおける特定のデータセットの使用のインパクトを

決定することが可能である。組織は，AI システム インパクトアセスメントに含める情報を決定するとき

にこれを考慮することが望ましい。 

AI システム インパクトアセスメントにおいて，AI システムで使用するデータセットについて文書化す

る場合，組織は，そのようなデータセットに関連して，そのデータ品質，データガバナンス，セキュリテ

ィ及びプライバシーのプロセスを考慮することが望ましい。そのような考慮事項には，次を含むことが望

ましい。 

a) 人間によるレビューの可能性を考慮したデータ情報の可用性。データ情報は，機械可読形式で格納可

能であるが，人間のレビュー担当者も使用可能であることが望ましい。 

b) データが取得された方法及び場所（データの取得は，組織の法的義務，倫理的原則及び他の方針を満

たすか。） 

c) AI システムが必要とするデータ量 

d) データセットの来歴（例えば，データ提供者，データ保有者，データ利用者，データに適用されるプ

ロセス又はデータ保管場所） 

e) データセット内の望ましくないバイアスについての既知のリスク又は合理的に予見可能なリスク 
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f) データセットの対象地域 

g) データ品質のためのプロセス 

h) データセットのアクセス管理及び防護 

i) データの時間的範囲［すなわち，データの開始日及び終了日（データセット単位）］ 

j) （多様なレビューが完了したかどうかを含む）データに関連する利害関係者のレビュー 

k) データセットが現実，合成又は半合成のいずれであるか。 

注記 データセットに添付可能である追加情報については，ISO/IEC 23751 を参照。プライバシーの情

報については，6.8.2.5 を参照。望ましくないバイアスに関する詳細情報は，ISO/IEC TR 24027:2021
を参照。 

6.4.3 データ品質の文書 

AI システム インパクトアセスメントでデータ品質を文書化する場合，組織は，次を考慮することが望

ましい。 

a) 状況に対してどのデータ品質特性を適用するか。 

b) 満たされたデータ品質要求事項 

c) 満たされていないデータ品質要求事項を達成するための計画 

d) AI システム構築におけるデータ品質ライフサイクルの使用 

e) 適切な利害関係者による AI システムでのデータセットの承認された使用 

注記 データ品質用語，概念及びライフサイクルに関する情報は，ISO/IEC 5259-1 を参照。データ品質

モデル，データ品質特性及びデータ品質対策に関する情報は，ISO/IEC 5259-2 を参照。データ品

質プロセスの情報については，ISO/IEC 5259-4 を参照。 

6.5 アルゴリズム及びモデル情報 

6.5.1 一般 

組織は，関連する合理的に予見可能なインパクトを考慮し，アセスメントすることを確実にするために，

そのようなアルゴリズム及びモデルに関する情報を，構築時を含めて文書化することが望ましい。 

注記 機械学習アルゴリズム及びモデルに関する詳細情報は，JIS X 22989 及び ISO/IEC 23053 を参照。 

一部のケースでは，例えば，展開者（deployer）又は利用者にとって，6.5.2～6.5.5 で推奨されている情報

の一部が使用できない，様々なレベルの粒度で使用可能である，又は不要と判断される場合がある。しか

し，このような情報は，AI システムの構成要素を把握する上で重要である。アルゴリズム及びモデルとい

った様々な構成要素に関する情報が役立つことがある。AI システム インパクトアセスメントが AI システ

ム全体に対して行われることは，依然として重要である。 

6.5.2 組織が使用するアルゴリズムの情報 

AI システムで使用されるアルゴリズムの文書を開発する場合，組織は，次を考慮することが望ましい。 

a) 事業目的及び AI 作業自体に関連する選択されたアルゴリズムの適切性 

b) アルゴリズムの原典及び変更（例えば，科学論文，雑誌及びプレゼンテーション，又はソースコード

リポジトリ） 

c) アルゴリズムの妥当性（例えば，そのアルゴリズムは，その分野における信頼できる専門家によって
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試験され，証明されているか。） 

d) 現実世界でのアルゴリズムのこれまでの用途及びそのパフォーマンス（例えば，アルゴリズムに基づ

いた AI システムが本番利用されてきたか又は放棄されたか，アルゴリズムの以前の用途が危害を引

き起こしたことがあるか，これまでの用途におけるパフォーマンス指標は何か。） 

e) アルゴリズムのデータ要求事項 

f) 望ましくない結果［例えば，偽の相関，過学習又は望ましくないバイアスの伝ぱ（播）］に対するアル

ゴリズムの影響されやすさ 

6.5.3 アルゴリズム開発の情報 

AI システムのインパクトアセスメントにおけるアルゴリズムの文書類を作成する場合，組織は，次を考

慮することが望ましい。 

a) 適用される法的，組織的又は技術的要求事項が満たされている。 

b) 満たされていない要求事項を達成するための計画 

c) AI システム構築ライフサイクル全体にわたるアルゴリズムの文書化 

d) AI システムで使用されるアルゴリズムの承認プロセス 

6.5.4 AI システムで使用されるモデルの情報 

AI システムで使用されるモデルの文書類を作成する場合，組織は，次を考慮することが望ましい。 

a) データ（例えば，訓練，妥当性確認，試験）及びモデルの開発に使用するアルゴリズム（6.5.3 参照） 

b) モデル訓練方法 

c) データサンプルは，訓練，妥当性確認及び試験データセット間で再利用しない。 

d) 多重モデルの訓練，試験及び妥当性確認のために取った手順 

e) 適切な特徴を選択するための基準及び取った手順 

f) モデル選択のための判定基準 

g) モデルのパフォーマンスを評価するために使用する指標［例えば，精度，受信者動作特性（ROC），混

同行列，二乗平均平方根誤差（RMSE）又はクラスター中心までの平均距離］ 

h) 選択したモデルが本番データ上でうまく汎化しているかどうかの評価 

i) 選択したモデルが望ましくないバイアス又は他の危害を保持し続けるかどうか，又は生み出すかどう

かの評価 

j) モデルのアウトプットデータに PII が含まれているか，又は作成されているかの判定 

k) モデルの堅ろう（牢）性 

l) データドリフトの検出及び修正のために使用する方法（例えば，本番データが元の訓練データと特性

が異なり始めた場合のモデルの再訓練） 

m) モデルを再訓練するための基準及びプロセス 

n) 継続学習のインパクト（実施されている場合） 

o) 計算及び環境に関する考慮事項 

組織によって再訓練されるモデル（例えば，ファインチューニング）の場合，このリストは，適用する

新しいデータ及びシナリオとともに考慮することが可能である。再訓練前のモデルに関する考慮事項は，

モデル提供者から開示された情報を参照することが可能である。 
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事前に訓練したモデルを AI システムにインポートして使用する場合，a)，c)及び d)の試験と同じく，e)
～i)は，新しいデータ及びシナリオを適用して考慮することが望ましい。 

6.5.5 モデル整備に関する情報 

AI システム インパクトアセスメントでモデルの文書を開発する場合，組織は，次を考慮することが望

ましい。 

a) 適用される法的，組織的又は技術的要求事項が満たされている。 

b) 満たされていない要求事項を達成するための計画 

c) AI システム構築ライフサイクル全体にわたるモデルの文書化 

6.6 展開環境 

6.6.1 地理的領域及び言語 

AI システムのインパクトは，それらが展開されている国又は地域の地理的，文化的又は法的な状況に関

係している可能性があるため，AI システム インパクトアセスメントを文書化する際には状況を考慮する

ことが望ましい。 

特定の国又は地域に展開された AI システムのインパクトを文書化する場合，組織は，次を考慮するこ

とが望ましい。 

a) AI システムが現在展開されている場所，及び将来展開される可能性がある場所 

b) 地理的な展開領域に固有の法的要求事項 

c) 地理的な展開領域の文化的配慮事項 

d) 差別を受けている集まり，危険にさらされている集まり及び社会から疎外されている集まり 

e) 地理的な展開領域で話されている言語，特に自然言語処理システムにおいては現在対応している言語 

f) 地理的に存在する可能性がある行動的，社会的及び生理学的な人間の特性 

組織は，AI システムの将来のリリースの改善に向けて，展開国及び展開地域の地理的，文化的な特質又

は法的要求事項に関する計画された行動を更に文書化することが望ましい。 

共通の言語，文化又は特性をもつ地理的に集中した集まりに対する適切な表現の考慮を確実にするため

に，AI システムは，それが展開されるであろう地域を代表したデータを用いて訓練し，試験し，また，検

証することが望ましい。AI システムが事前に訓練されている場合は，展開先の地域を代表するデータを使

用して，AI システムを徹底的に試験し，妥当性を確認することが望ましい。 

6.6.2 展開環境の複雑さ及び制約 

展開の地理的環境とともに，AI システム インパクトアセスメント文書には，技術的な展開環境及び関

連する制約に関する情報が含まれていることが望ましい。これらには，次のような情報が含まれる可能性

がある。 

a) ネットサービス，アプリケーションかどうか。 

b) プラットフォームかどうか。 

c) クラウドによる展開かどうか。 

d) オープンソースに関する考慮事項 
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e) 特定のハードウェアでだけで利用可能かどうか。 

f) 特定のアプリケーションの一部としてだけで利用可能かどうか。 

g) AI システムに必要なインフラストラクチャー 

h) セキュリティに関する考慮事項 

i) AI システムに関する知識及び以前の使用経験を含む関連する状況 

6.7 関連する利害関係者 

6.7.1 一般 

インパクトアセスメントを文書化するプロセスにおいて，組織は，他の利害関係者に対する役割及び義

務と同じく，個人，個人の集まり及び社会への具体的なインパクトを考慮することが望ましい。 

6.7.2 直接影響を受ける利害関係者 

組織は，AI システム インパクトアセスメントにおいて，AI システム及びその意図した用途によって影

響を受ける可能性のある個人，個人の集まり又は社会を特定し，文書化することが望ましい。関連する利

害関係者には，AI システムと直接的に相互作用する者と，必ずしも相互作用しなくてもインパクトを受け

る可能性のある者との両方が含まれる。関連する利害関係者には，次のようなものがある。 

a) AI 利用者 

b) 社会的弱者 

c) 労働者 

d) データ主体 

AI システム インパクトアセスメントプロセスにおいて，AI システムのインパクトを受ける可能性のあ

る個人の集まり及び社会に関連する利害関係者を代表する集まり，又は個人及び集まり自体と協議するこ

とが望ましい。協議の結果は，文書化することが望ましい。 

関連する利害関係者との協議の尺度及び範囲は，AI システム インパクトアセスメントの尺度及び範囲

に見合うトリアージプロセスの結果と初期リスクレベルの見積りとを比例することが望ましい（例えば，

見積りがハイリスクレベルの場合，協議プロセス及び AI システム インパクトアセスメントは，より堅ろ

う（牢）になる可能性がある。）。リスクレベルを問わず，協議プロセスは，組織が関係者の利害関係及び

懸念をよく理解し，それに対応できるようにすることが可能である。協議は，このような利害関係者に時

宜を得た適切な情報を提供することが望ましい。それには，社会的弱者の集まり又は個人の具体的な必要

性を十分に考慮し，影響を受ける関連する利害関係者が復しゅう（讐）及び報復から解放され，必要に応

じて機密性及び匿名性を維持し，決定に異議を申し立て，適切な場合には救済を求める機会を個人に与え

ることを確実にする，多様な観点が含まれる。 

6.7.3 他の関連する利害関係者 

組織は，AI システム インパクトアセスメントプロセスの一部として，どこで他の利害関係者を特定及

び文書化することが望ましいかを考慮することが望ましい。これらの利害関係者は，必ずしも AI システ

ムのインパクトを受けるわけではないが，AI システムとの関係性を把握しておくことが望ましい。幾つか

の例を次に示す。 

a) AI プロデューサー 

b) 政策立案者及び規制当局を含む関係当局 
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c) 専門家の協会及びコンソーシアム 

6.8 実際に合理的に予見可能なインパクト 

6.8.1 一般 

6.7.2 で特定された関連する利害関係者について，合理的に予見可能な便益及び危害を特定することが望ま

しい。 

6.8.2 便益及び危害 

6.8.2.1 一般 

関連する利害関係者ごとに，合理的に予見可能な便益及び危害を分析することが望ましい。例えば，イ

ンパクトアセスメントを実行する組織は，関連する利害関係者が AI システムとの相互作用によって期待

可能である，合理的に予見可能な便益を考慮することが望ましい。この細分箇条は，様々な目的に関連す

る合理的に予見可能な便益及び危害を考慮するために使用可能である。これらの目的は網羅的ではなく，

他の目的を考慮することが可能である。詳細情報は，附属書 C を参照。 

6.8.2.2 アカウンタビリティ 

アカウンタビリティは，AI システムによる決定を含む，行動，決定又はパフォーマンスに対する説明義

務を負った人又は組織の状態又は責任である。 

AI システムの使用は，現存するアカウンタビリティの枠組みを変える可能性がある。アカウンタビリテ

ィの目的に関する詳細情報については，ISO/IEC 23894:2023 の A.2 参照。組織での AI の使用に関する組

織のガバナンスの観点からのアカウンタビリティについては，JIS Q 38507 も参照。 

組織は，特定された関連する利害関係者ごとに，AI システムを使用した結果として生じる，アカウンタ

ビリティに関連する，合理的に予見可能な便益及び危害を分析することが望ましい。 

次は，考慮事項の例である。 

a) 次の考慮事項を含む関連する利害関係者へのインパクト 

1) AI システムの使用が法的地位，人生の機会又は人権にインパクトを与える可能性 

2) AI システムの使用が利害関係者に物理的又は心理的な危害を与え得る可能性 

b) AI システムを展開した目的が十分に達成できなかった場合の関連する利害関係者へのインパクト 

c) AI システムの開発に使用されたデータの選択及び使用による，関連する利害関係者へのインパクト 

d) AI システム及びそのアウトプットに人間による適切なオーバーサイトを適用しないことによる，関連

する利害関係者へのインパクト 

e) AI システムによって行われた決定に対処できなかったり，異議を申し立てられなかったりすることに

よる，関連する利害関係者へのインパクト 

6.8.2.3 透明性 

透明性は，組織又はシステムの特性であり，活動，決定及びシステムの特性に関する適切な情報が，包

括的で理解可能，かつ，アクセス可能な方法で関連する利害関係者に伝達される。AI システムの場合，シ

ステム透明性の情報には，特徴，パフォーマンス，制限，構成要素，手順，対策，設計目標，設計上の選

択及び仮定，データ源，ラベル化の手順などの側面を含めることが可能である。 
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AI システムに関する情報量及び理解は，利害関係者にインパクトを与える可能性がある。透明性の目的

に関する詳細情報については，ISO/IEC 23894:2023 の A.12 を参照。 

組織は，特定された関連する利害関係者ごとに，AI システムが使用される場合の透明性に関連する合理

的に予見可能な便益及び危害を分析することが望ましい。 

次は，関連する利害関係者へのインパクトの考慮事項の例である。 

a) AI システムの能力，制約及び制限に関する十分な情報がないのではないか，又は対象となる関連する

利害関係者が理解可能な形式で情報が提供されていないのではないか。 

b) AI システムと相互作用していることを認識していないのではないか。 

6.8.2.4 公平性及び差別 

公平性の意味は強く状況に依存しており，組織の目標，AI システムが使用されている目的，AI システ

ムが運用されている環境など，多くの要因に左右される。自動的な意思決定に AI システムを使用するこ

とは，特定の個人又は個人の集まりにとって不公平である可能性がある。不公平な結果には，目的機能の

バイアス，不均衡なデータセット，訓練データに含まれる人間のバイアス及びシステムへのフィードバッ

クの提供における人間のバイアスなど，多くの要因があることがある。不公平性は，製品コンセプト，問

題の定式化又は AI システムをいつ，どこに展開するかの選択におけるバイアスの課題によっても引き起

こされる可能性がある。公平性の目的に関する詳細情報については，ISO/IEC 23894:2023 の A.6 を参照。 

特定された関連する利害関係者ごとに，組織は，利用される AI システムが個人及び社会に対してもつ

ことができる公平性についての組織的目標に関連する，合理的に予見可能な便益及び危害を分析すること

が望ましい。 

次は，関連する利害関係者へのインパクトの考慮事項の例である。 

a) AI システムのパフォーマンスが，特定の人口集団（例えば，年齢の範囲，性別又は宗教）に対して不

当に優れている又は劣っている。 

b) AI システムが，利害関係者が属している人口集団に基づいて，不当に差別するようなやり方で彼らを

表現する。 

c) 障害又はデジタルスキルの欠如のために関連する利害関係者が除外されないようにするための，当該

関係者にとってのアクセシビリティの側面 

d) 危険にさらされている集まりへの望ましくないバイアスのインパクト。詳細な情報については，

ISO/IEC TS 12791 を参照 

6.8.2.5 プライバシー 

AI システムが，その開発のインプット又はアウトプットに PII を含むデータを使用する場合，その AI シ
ステムがプライバシーにインパクトを与える可能性をもつ。ISO/IEC 23894:2023 の A.8 は，AI システムに

関連する個人データの収集，使用，開示及び推論を含む，プライバシーの目的についての情報を提供する。 

組織は，特定された関連する利害関係者ごとに，その AI システムが使用される場合のプライバシーに

関連する合理的に予見可能な便益及び危害を分析することが望ましい。PII の主体は，関連する利害関係者

である場合がある。 

次は，関連する利害関係者へのインパクトの考慮事項の例である。 

a) AI システムの開発又は使用（例えば，モデル訓練）のために PII を収集したかどうか。 
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b) AI システムの開発又は使用のために実行された PII 処理に関連するプライバシー侵害から生じるイン

パクト 

c) PII 処理に関連する関連利害関係者に対する組織の義務及び利害関係者からの期待，並びに次の義務

及び期待を満たすメカニズム。ただし，これらに限定はされない。 

1) 公平性 

2) 望ましくないバイアス，差別又は正確性のリスク 

3) プロファイリング及び行動監視のリスク 

4) 自動化された意思決定及び人間の介入 

5) 情報の取得 

6) 権利行使の手段 

データ保護又はプライバシー インパクトアセスメントは，関連する利害関係者への合理的に予見可能

なインパクトをアセスメントするのに役立つ可能性がある。ISO/IEC 29134 は，利用可能な手引の一例で

ある。ISO/IEC 27701 は，組織が PII を保護する義務を果たすために，更なる要求事項及び手引を提供して

いる。 

6.8.2.6 信頼性 

JIS X 22989:2023 の 5.15.3 は，信頼性を，正しく実行するための AI システムの能力（すなわち，AI シス

テムが明記された要求事項を満たすこと，及び意図した挙動及び結果が一貫していることを実証すること）

と記載している。 

組織は，特定された関連する利害関係者ごとに，AI システムが使用される場合の信頼性に関連する合理

的に予見可能な便益及び危害を分析することが望ましい。 

次は，関連する利害関係者へのインパクトの考慮事項の例である。 

－ 運用段階で AI システムが所定のパフォーマンス要求事項を満たしていないかどうか。 

－ AI システムの更新，データドリフト又はコンセプトドリフト（JIS X 22989:2023 の 5.11.9.1 参照）が，

パフォーマンスが要求事項を満足しなくなる原因となる場合のインパクト 

－ 偽陽性，偽陰性などの予見可能な障害から生じるインパクト 

－ AI システム又はそのアウトプットが，権限のない者によって侵害され，その結果，記載されたパフォ

ーマンス要求事項を満たさないかどうか。 

6.8.2.7 安全性 

安全性とは，定義された条件下で，人の生命，健康，ウェルビーイング，財産又は環境が危険にさらさ

れる状態に陥らない AI システムの特性を指す。AI システムを使用すると，新しい安全上の問題が発生す

る可能性がある。安全の目的に関する詳細情報については，ISO/IEC 23894:2023 の A.10 を参照。 

組織は，特定された関連する利害関係者ごとに，その AI システムが使用される場合の安全性に関連す

る合理的に予見可能な便益及び危害を分析することが望ましい。 

次は，関連する利害関係者へのインパクトの考慮事項の例である。 

a) AI システムが安全でない動作をするかどうか。 

b) 課題を特定した結果又は AI のパフォーマンスの改善を含む，AI システムの変更によるインパクト 
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c) 既知の偽陽性，偽陰性及びその他の既知の障害によるインパクト 

6.8.2.8 説明可能性 

JIS X 22989:2023 の 5.15.6 は，AI システムの結果に影響を与える重要な要因を人間が理解可能である方

法で表現するための AI システムの特性として説明可能性を記載している。また，複雑さレベル（例えば，

深層ニューラルネットワークのアウトプットの方が決定木のアウトプットよりも説明が難しいなど）のた

めに，一部の AI システムのアウトプットは，他のものよりも説明が難しくなると記載している。 

組織は，特定された関連する利害関係者ごとに，AI システムが使用される場合の説明可能性に関連する

合理的に予見可能な便益及び危害を分析することが望ましい。 

次は，関連する利害関係者へのインパクトの考慮事項の例である。 

a) AI システムのアウトプットに基づいて適切な意思決定を行うために利用可能な情報及び不足してい

る情報の可用性は，このユースケースにおいて極めて重要である。 

b) AI システムライフサイクルの設計及び開発，検証及び妥当性確認並びに展開段階で説明可能性を考慮

する方法（例えば，説明可能性は，関連する利害関係者が展開した AI システムのパフォーマンスを向

上させる，又は継続か中止かを意思決定するのに役立つか。） 

c) 説明可能性が AI システム内の関連する利害関係者の信頼に及ぼすインパクト 

d) 説明の失敗又は不正確若しくは不完全な説明から生じるインパクト 

6.8.2.9 環境へのインパクト 

AI システム インパクトアセスメントは，次を含む，AI システムの環境インパクトを考慮することが望

ましい。ただし，これらに限定はされない。 

a) 正及び負の両方のインパクト 

b) 方向付けから廃止までの AI システムのライフサイクル全体にわたって発生するインパクト 

c) 資源消費 

d) 絶滅危惧種[21]を保護したり，電子スマートグリッド[22]のパフォーマンスを最適化したりするなどの，

有益な AI 適用の展開によってもたらされる有益なインパクト 

e) 環境の持続不可能な消費者行動の促進及び助長のような有害なインパクト 

注記 AI システムの持続可能性の情報については，ISO/IEC TR 20226 を参照。 

6.8.3 AI システム障害及び合理的に予見可能な誤使用 

6.8.3.1 一般 

AI システムに障害が発生したり，合理的に予見可能な誤使用がある場合，関連する利害関係者にインパ

クトを与える可能性がある。AI システム インパクトアセスメントは，次を考慮することが望ましい。 

a) AI システムに障害が発生する予見可能な方法又は既知の方法，及びそのような潜在的な障害に関連す

る利害関係者へのインパクト 

b) AI システムが合理的に予見可能な誤使用をされる可能性がある使い方，及びそのような合理的に予見

可能な誤使用の結果としての，関連する利害関係者へのインパクト 
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6.8.3.2 AI システム障害のインパクト 

組織は，AI システムの潜在的な障害を文書化することが望ましい。これらは，特定の AI システム構成

要素又はプロセスの障害と AI システムへの潜在的な種類の偶発的なインプットとを含む可能性がある。

これには，人為的ミス，ハードウェア又はソフトウェアの障害及びシステム又はプロセスの意図しない相

互作用も含まれる可能性がある。 

組織は，特定された関連する利害関係者（6.7 参照）に対する，AI システムの障害に起因するインパク

トを決定することが望ましい。特定の個人の集まり又は社会への，AI システムの障害による結果及びイン

パクトは，文書化することが望ましい。 

6.8.3.3 AI システムの合理的に予見可能な誤使用によるインパクト 

組織は，AI システムの合理的に予見可能な誤使用を文書化することが望ましい。悪意のある行為者が AI
システムを意図的に誤使用した場合の便益を見積もることが有用な場合がある。 

組織は，特定された利害関係者（6.7 参照）に対する，典型的で合理的に予見可能な AI システムの誤使

用に起因する合理的に予見可能なインパクトを決定し，文書化することが望ましい。 

6.9 危害及び便益に対処するための対策 

組織は，次のような，AI システム インパクトアセスメントによって顕在化した危害及び便益に対処す

るための技術レベル及びマネジメントレベルの両方の対策の文書化を考慮することが望ましい。 

a) 技術レベルで実施する対策の提案。それらの提案は，AI システム固有の承認プロセス（5.11 参照）の

一部として考慮することが望ましい。 

例 1 開発チームは，プライバシーへの合理的に予見可能な負のインパクトを特定した後，利用者

登録簿に暗号化を追加することを提案する。 

例 2 AI システムの開発又は使用が意図したとおりに行われ，AI システムのライフサイクル全体

にわたってインパクトが対処されることを確実にするために，ガバナンスを推奨する。 

例 3 AI システムの運用者は，AI システムのパフォーマンスが要求事項を満たさない場合に，AI
システムの廃止，改修又は更新を選択可能である。AI システムの廃止は，関連する利害関係

者にインパクトを与える可能性がある（金銭的損失，健康へのリスクなど） 

b) AI システム上で組織方針を確立し，実施する際の，トップマネジメントによる検討のための推奨事項 

例 4 開発チームは，誤って実在の人と関連付ける可能性がある販売提案書を作成するためにシス

テムを使用する潜在的な顧客による言語生成システムの潜在的な用途を特定する。その顧客

にシステムを販売するかどうかは事業上の判断であり，契約を決定する際に考慮することが

可能である。 

例 5 AI システムの利用者だけでなく，（自動化された意思決定に関連するインパクトなど）組織

の他の要員及び他の利害関係者に対しても，訓練及び意識向上を図ることを提案する。意識

向上及び訓練の欠如又は不十分さは，危害をもたらす可能性がある。 

例 6 組織は，アセスメントのための優先順位を決定し，これらの優先順位に対処するための対策

をマッピングするインフラストラクチャーを構築することが可能である。これらには，プラ

イバシー，労働，望ましくないバイアス，差別，透明性，アカウンタビリティ又は他の原則

を含むことが可能である。 

リスクの対応計画を作成及び更新する際には，これらの推奨事項を考慮に入れることが望ましい。  
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附属書 A 
（参考） 

JIS Q 42001 とともに使用するための手引 

JIS Q 42001 には，AI システム インパクトアセスメントを扱った要求事項及び推奨事項を含む。表 A.1
は，JIS Q 42001 に対応してこの規格がどのように使用可能かについての手引を提供する。 

表 A.1－この規格に関連する JIS Q 42001 の細分箇条 

JIS Q 42001:2025 種類 総論 この規格 この規格が JIS Q 
42001:2025 をどのように支

援するかの手引 

6.1.4  AI システ

ム インパクトア

セスメント 

要求事項 JIS Q 42001:2025 の 6.1.4
は，AI システムが個人及

び社会に及ぼす可能性の

あるインパクトを決定す

るために，組織がインパ

クトアセスメントのプロ

セスを確立する必要性を

規定することによって，

一般的な AI システム イ
ンパクトアセスメントを

扱っている。さらに，文

書化の必要性にも対応し

ている。 
この細分箇条は，マネジ

メントシステムレベルで

見ることが可能であり，

AI システム インパクト

アセスメントを総合的

に，かつ，組織のリスク

との関係において見る必

要性を記載している。 

規格全体 この規格は，JIS Q 
42001:2025 の 6.1.4 の要求

事項に対処する方法につい

ての手引を提供している。

箇条 5 ではプロセスを組織

で実装する方法を，箇条 6
では文書化について詳しく

記載している。 
この規格は，主に，個別の

システムレベルのインパク

トアセスメントに関するプ

ロセスの作成及び文書化の

支援とみなすことが可能で

ある。しかし，これらの個

別のアセスメントは，JIS 
Q 42001:2025 の 6.1.4 の必

要なインプットとして総合

的に考慮することが可能で

ある。 

8.4  AI システム 
インパクトアセ

スメント 

要求事項 JIS Q 42001:2025 の 8.4
では，AI システム イン

パクトアセスメントを計

画された間隔で，又は重

大な変更が起きたとき

に，実行することを要求

している。 
この細分箇条は，マネジ

メントシステムレベルで

見ることが可能であり，

AI システム インパクト

アセスメントを総合的

に，かつ，組織のリスク

との関連において見る必

要性を記載している。 

5.4 この規格の 5.4 では，AI シ
ステム インパクトアセス

メントのタイミング及び潜

在的な引き金について説明

している。 
この規格は，主に，個々の

AI システムレベルのイン

パクトアセスメントに関す

るプロセスの作成及び文書

化の支援とみなすことが可

能である。しかし，これら

の個別のアセスメントは，

JIS Q 42001:2025 の 8.4 の

必要なインプットとして総

合的に考慮することが可能

である。 

B.2.2  AI 方針 実施の手引 実施の手引は，AI システ

ム インパクトアセスメ

ントの実行の必要性を AI

規格全体 この規格は，組織がその

AI 方針を支援するために

使用可能である。具体的に

は，箇条 5 では，AI 方針
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JIS Q 42001:2025 種類 総論 この規格 この規格が JIS Q 
42001:2025 をどのように支

援するかの手引 

方針に記載することが望

ましいと規定している。 
文書の作成に役立つ可能性

がある AI システム インパ

クトアセスメントのプロセ

スの確立及び実装を規定し

ている。 

B.3.2  AI の役割

及び責任 
実施の手引 実施の手引では，組織は

役割及び責任を割り当て

る際に AI システム イン

パクトアセスメントを考

慮に入れることが望まし

いと規定している。 

5.5 この細分箇条では，AI シ
ステム インパクトアセス

メントの役割及び責任を定

義する際に考慮すべき追加

の要素について規定してい

る。 

B.4.2  資源の文

書化 
実施の手引 実施の手引は，次の資源

を列挙している。 
－ AI システムの構成要

素 
－ データ資源 
－ ツール資源 
－ システム及び計算の

資源 
－ 人的資源 

6.6 この規格の 6.6 は，B.4.2
で言及した様々な側面を扱

っている。これらの要素を

文書化することは，AI シ
ステムのインパクトをアセ

スメント可能とするために

重要であるからである。場

合によっては，インパクト

アセスメントにおける資源

の文書化が，資源を文書化

するための全般的な必要性

を満たせる可能性がある。

組織は，そのために資源の

文書化を自ら決定すること

が望ましい。 

B.5.1  目的 管理目的 この目的では，AI システ

ムの影響を受ける個人及

び社会に対する AI シス

テムのインパクトを，そ

のライフサイクル全体に

わたってアセスメントす

ることが望ましいと規定

している。 

規格全体 この規格は，この目的を達

成する方法についての手引

を示している。 

B.5.2  AI システ

ム インパクトア

セスメントのプ

ロセス 

管理策及び実施

の手引 
管理策は，AI システム 
インパクトアセスメント

のプロセスを対象として

いる。 

箇条 5 この規格の箇条 5 は，AI
システム インパクトアセ

スメントのプロセスの確立

及び実装の方法に関する手

引を提供し，組織がこの管

理策を達成することを可能

にする方法についての詳細

な手引を提供している。 

B.5.3 AI システ

ム インパクトア

セスメントの文

書化 

管理策及び実施

の手引 
管理策は，AI システム 
インパクトアセスメント

の文書化を対象としてい

る。 

箇条 6 この規格の箇条 6 では，組

織がどのように AI システ

ム インパクトアセスメン

トを文書化可能であるかに

ついての詳細な手引を提供

している。 

B.5.4  個人又は

個人の集まりに

対する AI システ

管理策及び実施

の手引 
管理策は，個人及び個人

の集まりに対する合理的

に予見可能なインパクト

6.7 B.5.4 で言及した様々な側

面について，この規格の
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JIS Q 42001:2025 種類 総論 この規格 この規格が JIS Q 
42001:2025 をどのように支

援するかの手引 

ムのインパクト

のアセスメント 
のアセスメントを対象と

している。 
6.7 で詳しく説明してい

る。 

B.5.5  AI システ

ムの社会的イン

パクトのアセス

メント 

管理策及び実施

の手引 
管理策は，合理的に予見

可能な社会的インパクト

のアセスメントを対象と

している。 

6.7 B.5.5 で言及した様々な側

面について，この規格の

6.7 で詳しく説明してい

る。 

B.6.1.3  AI シス

テムの責任ある

設計及び開発の

プロセス 

実施の手引 この管理策では，AI シス

テム インパクトアセス

メントに関するプロセス

の実装及び文書化を対象

としている。 

箇条 5 及び箇条

6 
この規格の両箇条は，イン

パクトアセスメントの AI
ライフサイクルへの統合に

ついて議論している。 
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附属書 B 
（参考） 

ISO/IEC 23894 とともに使用するための手引 

B.1 一般 

ISO/IEC 23894 は，AI システムを開発，提供又は使用する組織のためのリスクマネジメントに関する手

引を提供している。ISO/IEC 23894 は，一般の組織リスクマネジメントを規定した JIS Q 31000 に基づい

ている。ISO/IEC 23894 は，JIS Q 31000 の原則，枠組み及びプロセスをどのように適用可能であるかを AI
の文脈で説明している。この附属書では，AI システム インパクトアセスメントがリスクマネジメントに

対応可能な方法について説明する。 

B.2 リスクマネジメントと AI システム インパクトアセスメントとの違い 

JIS Q 31000（したがって，ISO/IEC 23894）は，リスクマネジメントを“リスクについて，組織を指揮統

制するための調整された活動”（JIS Q 31000:2019 の 3.2）と規定している。リスクマネジメントは，“反復

して行うものであり，戦略の決定，目的の達成及び十分な情報に基づいた決定に当たって組織を支援する”

（JIS Q 31000:2019 の序文）ものである。したがって，リスクマネジメントは，組織全体に対応した総合

的なマネジメント活動であり，AI システム開発者が開発プロジェクトを指揮したり，AI システム提供者

が顧客との関係をマネジメントしたり，AI システム利用者が AI システムの機能を利用したりする方法を

含む。AI システム インパクトアセスメントは，一般的なリスクマネジメントとは対照的に，AI システム

の合理的に予見可能な次のインパクトを扱う。 

a) 個人，個人の集まり，社会及び環境といった限定された関連する利害関係者へのインパクト 

b) 事業戦略，コンプライアンスマネジメント，財務マネジメント，技術戦略などの全体的なガバナンス

及びマネジメント上の課題とは対照的に，AI システムの潜在的又は具体的な用途へのインパクト 

したがって，AI システム インパクトアセスメントは，リスクマネジメントよりも製品又はサービス指

向の視点をとる。また，AI システムの開発，提供又は技術マネジメントに関わるチームが直接実行するこ

とを意図している。 

しかし，AI システム インパクトアセスメントは，総合的なリスクマネジメントライフサイクルの重要

な要素であり，リスクアセスメントの成功に不可欠なインプットである。 

B.3 AI システム インパクトアセスメントに関するリスクマネジメント原則 

図 B.1 は，ISO/IEC 23894 とこの規格との関係を説明する。ISO/IEC 23894 の図中の種々の部分は，参考

のため ISO/IEC 23894 の適用可能な細分箇条で表記している。 
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図 B.1－リスクマネジメントに関する手引（ISO/IEC 23894:2023）とこの規格との関係 
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附属書 C 
（参考） 

危害及び便益の分類学 

表 C.1 は，組織に，AI システムに対する合理的に予見可能な危害及び便益を分析するためのテンプレー

トを提供する。組織は，AI システム インパクトアセスメントの対象となる AI システムに関連する利害関

係者の種類ごとに，そのような手引を考慮することが望ましい。 

表 C.1－危害及び便益 

目的 危害の例 便益の例 

アカウンタビリティ 

著しく有害なインパ

クトのオーバーサイ

ト 

－ 機会及び法的地位への脅威 
－ 人命への脅威 
－ 心理的又は身体的危害 

－ 著しく有害なインパクトは，危害をもた

らす前に捕捉される。 

合目的性 － AI システムが不正なアウトプット及び

データを提供する。 
－ AI システムが解決しようとしている課

題をよりよく解決すればするほど，関連

する利害関係者に対する便益は大きく

なる。 

データガバナンス － 適切にマネジメント（ラベル付け，タグ

付け，承認済み，適切性のアセスメント

など）をされていないデータは，他の課

題の中でも特に，目的適合性の欠如，望

ましくないバイアスなどの課題を招く

可能性がある。 

－ 適切なデータガバナンスによって，モデ

ルを訓練するよりも前に潜在的な課題

（望ましくないバイアス，目的適合性の

欠如など）を明らかにすることが可能

で，関連する利害関係者にとってよりよ

い成果をもたらす。 

人間によるオーバー

サイト及び管理 
－ 人間によるオーバーサイト及び管理の

欠如は，課題及び脅威を長引かせる可能

性がある。 

－ 適切な人間によるオーバーサイト及び

管理によって，課題を早期に捕捉し，修

復することが可能である 
－ 人間によるオーバーサイト及び管理は，

関連する利害関係者に役立つ新たな知

見及び AI システム改善につながる可能

性がある。 

透明性及び説明可能性 

AI システム説明可能

性 
－ 関連する利害関係者が，AI システムの

アウトプットに基づいて，その意図した

目的又は用途を誤って解釈したり，誤っ

て理解したりする。 
－ 関連する利害関係者が，情報に基づいた

意思決定支援を AI システムに頼ること

が不可能である。 
－ 自動化バイアスへの過度の依存 

－ 適切なレベルの説明可能性は，関連する

利害関係者による信頼及び理解の構築

に役立つ。 
－ 説明可能性の特徴は，AI システムの意

思決定プロセスにおける誤りを追跡す

るのに役立つ。 

関連する利害関係者

とのコミュニケーシ

ョン 

－ 関連する利害関係者は，責任ある使用を

可能にする AI システムの制限，パラメ

ータ及び設定を認識していない。 
－ 重要な安全情報へのアクセス及び理解

が容易でない。 

－ 関連する利害関係者は，AI システムの

意図した用途，能力及び制限事項につい

て情報を伝えることが可能で，誤解及び

誤使用のリスクを軽減することが可能

である。 
－ AI システムは，関連する利害関係者が

安全に使用することが可能，又は供給者

及び第三者の場合には安全上の義務を

果たすことが可能である。 

AI 相互作用の開示 － 関連する利害関係者は，相手が人間であ

ると思い込んだまま，AI システムと相

互作用する可能性がある。 

－ 関連する利害関係者は，情報に基づいた

意思決定と同意の上で，人間ではなく

AI システムと相互作用することが可能
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目的 危害の例 便益の例 

である。これには，機微な情報を明かす

ことも含まれる。 

公平性 

サービスの品質 － サービスの品質は，人口統計学的集団間

で一貫性がなく，不平等（一部の集まり

の方が他の集まりよりもパフォーマン

スが優れている。）につながる。 

－ サービスの品質は，人口統計学的集団間

で一貫しており，歴史的に恵まれない集

まりに新たな機会をもたらしている。 

機会の配分 － AI システムアウトプットは，様々な人

口統計学的集団への機会の不均等な配

分につながる。 

－ AI システムアウトプットは，異なる人

口統計学的集団への機会の不均等な配

分を特定し，緩和する。 

ステレオタイプ化の

最小化 
－ AI システムアウトプットは，人口統計

学的集団への先入観，無視又は軽視をも

たらす。 

－ AI システムアウトプットは，人口統計

学的集団のステレオタイプ化，無視又は

軽視の傾向を特定し，解決策を導くのに

役立つ。 

信頼性 

障害及び修復 － 障害（予測可能又は未知の両方）に対す

る修復計画がなく，重要なサービスを提

供する AI システムが機能できない。 

－ 信頼性の高いバックアップ，障害対応及

び修復計画を備えた綿密に計画された

システムは，システムの信頼性向上につ

ながる可能性がある。 

監視，フィードバッ

ク，評価 
－ 監視が不十分だとデータセットが古く

なり，AI システムのアウトプットが信

頼性を失う。 

－ システムを評価によって，適用前に誤り

を発見する。 

セキュリティ及びプライバシー 

プライバシーの保護

並びに法的義務及び

方針への適合性 

－ モデルの訓練に使用されるデータは，プ

ライバシー保護が適切に行われておら

ず，PII は，それを利用しない方がよい

システムで使用されている。 

－ AI システムは，適切に匿名化された PII
に基づいて訓練されるため，個人にリス

クを与えることなく，個人データ（例え

ば，健康データ）から得られるメリット

をシステムが提供可能であることを確

実にする。 

システムセキュリテ

ィ並びに法的義務及

び方針への適合性 

－ システムのセキュリティにぜい（脆）弱

性があると，悪意のある者に意図しない

目的のために，システムを管理し，使用

することを認める可能性がある。 

－ 継続的に学習するシステムは，新たなセ

キュリティ上の脅威を予測し，防御する

ことが可能である。 
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附属書 D 
（参考） 

AI システム インパクトアセスメントと他のアセスメントとの整合性 

D.1 一般 

この附属書の目的は，JIS Q 42001 の要求事項及び現行のアセスメント要求事項（例えば，リスク，法律，

セキュリティ，プライバシー，データ倫理，人権，調達及びアーキテクチャ）の要求事項を反映した方法

で，既存又は関連するアセスメントと連携して AI システム インパクトアセスメントを実行する方法に関

する手引を提供することである。その目的は，これらのアセスメントを促進し，重複を避けることである。 

効率的かつ適切に行われた AI システム インパクトアセスメントは，（場合によっては，AI システムの

ライフサイクルにわたって何度も）他の既存のレビューを補完し，それを活用することが可能である。 

この附属書は，組織が AI のインパクトアセスメントを実行する際に役立つ可能性がある三つの部分か

ら構成する。 

— D.2 のコーディネーションガイド 既存のインパクトアセスメントプロセスを介して JIS Q 42001 の

要求事項をより効率的かつ効果的に満たし，重複を避けるために，既存のインパクトアセスメントを

調和させ，構築する組織を支援するガイド 

— D.3 のインパクトアセスメント整合ガイド 組織が，既存のインパクトアセスメントが AI システム 
インパクトアセスメントにどのようにマップされるか，及び AI システム インパクトアセスメントの

完了プロセスを迅速化するために既存のアセスメントをどのように向上させることが可能かを特定す

るのに役立つガイド 

— D.4 のマッピングガイド 提案された AI システム インパクトアセスメントを組織の既存又は関連す

るインパクトアセスメントのプロセスにマッピングするのに役立つ視覚的なガイド。このガイドは，

AI システム インパクトアセスメントが組織の総合的なマネジメントシステムに，より効率的に埋め

込まれるように，調整の機会を示し，重複を減らす。 

D.2 コーディネーションガイド 

多くの組織は既に，IT システムに関連して様々なインパクトアセスメント（例えば，リスクアセスメン

ト，プライバシーアセスメント及び人権アセスメント）を日常的に実行している。それぞれのアセスメン

トは特定の目的のためのものであるが，これらのアセスメントは，多くの場合，従事する関連利害関係者

及び必要なデータの両方の点で共通点がある。要求される可能性がある他のアセスメントを有効に活用す

ること，及びそのアセスメントに貢献することが可能であるかを考慮せずに AI システムに特化したイン

パクトアセスメントを追加すると，AI システムの責任ある利用に対して，不必要な摩擦，コスト及び遅延

を招く可能性がある。 

組織がインパクトアセスメントを迅速化し，プロセス間での重複を避けるために使用可能である一つの

方法は，AI システム インパクトアセスメントが必要とする関連レビュー（例えば，リスク，法律，セキ

ュリティ，プライバシー，データ倫理，人権，調達又はアーキテクチャ）の整合をとるのに役立つコーデ

ィネーションガイドを展開することである。コーディネーションガイドが効果的であることを確実にする

ために，組織は，これらの領域の一つ以上に経験をもち，関連する内部の機能全般にわたってファシリテ

ーターとして活動できる調整責任者又はチームを任命することを検討することが可能である。 
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コーディネーションガイドを実装する際の主な考慮事項には，次を含む。 

a) どのAIシステムがレビュー対象となるか（すなわち，AIマネジメントシステムの範囲に含まれるか。），

及び組織が実施済み又は実施予定の他のインパクトアセスメントが，そのレビューにどのように情報

提供可能であるかの明確化 

注記 AI システム  インパクトアセスメントの範囲に関する更なる手引については，JIS Q 
42001:2025 の B.5 を参照。 

b) 様々な種類の AI システム インパクトアセスメントが，様々な外部の関連する利害関係者に関与可能

である。関連する利害関係者の積極的参加に総合的かつ協調的に取り組むことは，組織が累積的かつ

システムレベルのリスクを理解し，マネジメントするのに役立つ。このことは，全ての個別のアセス

メントの有用性を高めることになる。 

c) サイバーセキュリティ，プライバシーなど，様々なインパクトアセスメントで取り上げられた質問の

多くは同じであるが，僅かに異なる視点からレビューされる。コーディネーションガイドは，類似し

ているために様々な種類のインパクトアセスメントにわたって再現される可能性がある枠組み，質問

及びデータはどれか，また，理解され優先されることが可能な重大な相違があるのはどこか（例えば，

サイバーセキュリティ及びプライバシー）を特定するのに役立つ可能性がある。 

d) レビューを同時に行うことで，資源の効率的な利用及びより迅速なレビューが可能になる。例えば，

プライバシーインパクトアセスメントには，データ情報及び品質に関する情報を含めることが可能で

ある。このようなアセスメントが AI システムレビューと一緒に行われる場合，両方の状況における

データ情報及び品質に関連するインパクトは，同時に検討され，解決される可能性がある。 

e) AI システムの構成要素を決定することで，AI システム インパクトアセスメントに寄与する可能性の

ある関連するインパクトアセスメントの範囲を知ることが可能である。これは，組織内の複数の AI シ
ステムが，不意の挙動及びインパクトを生み出す依存関係をもつ可能性がある方法を理解するのに役

立つ場合がある。一つのアプローチは，ユースケース別に AI システムをまとめることである。例え

ば，融資に使用される全てのシステムは，同じアセスメントの一部としてグループ化することが可能

である。次に，このアセスメントは，AI システムが変更されるたびに更新することが可能で，組織が

AI システムに対する変更のインパクトをアセスメントし，重複を回避することを可能にする。AI シ

ステムの構成要素が特定されると，組織は，AI システム インパクトアセスメントに関連するインパ

クトアセスメントの範囲をより明確に特定することができ，これらのアセスメント全体にわたるコー

ディネーションの改善を可能にする。 

D.3 インパクトアセスメント整合ガイド 

既存のアセスメント要求事項を満たす一環として，組織が通常実施する様々なインパクトアセスメント

がある。組織が実施する既存のアセスメントには，この規格に基づく AI システム インパクトアセスメン

トへの貴重なインプットを含めることが可能である。 

インパクトアセスメント整合ガイドを開発するためのプロセス例は，次のとおりである。 

－ ステップ 1 実施中の AI インパクトアセスメントに関連する可能性がある既存のインパクトアセス

メントを特定する。その一般的なガイドとして，着手した AI インパクトアセスメントに関連する可

能性がある既存のインパクトアセスメントには，次のものが含まれる。 

・ アセスメント対象となる AI によって何らかの形で強化される又はインパクトを受ける事業の活動

に関連するあらゆる人権インパクトアセスメント（HRIA） 

・ AI システムで処理されるデータに関連するあらゆるプライバシーインパクトアセスメント（PIA） 
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・ AI システムがインパクトを与えたり，運用されたりする環境に関連するあらゆる環境インパクトア

セスメント（EIA） 

・ AI システムに関連付けられた組織の情報システムの変更に関連するあらゆるセキュリティインパ

クトアセスメント（SIA） 

・ AI システムに関連する支出及び収益に関連付けられたあらゆる財務インパクトアセスメント（FIA） 

・ AI システムに関連する事業機能及びプロセスへの潜在的な結果に関連付けられたあらゆるビジネ

スインパクトアセスメント（BIA） 

－ ステップ 2 表 D.1 に示すように，実施中の AI インパクトアセスメントに関連する可能性がある既存

のインパクトアセスメントから関連する内容を引き出す。 

表 D.1 は，組織が既存のインパクトアセスメントと AI システム インパクトアセスメントとの整合性を

特定することが可能である方法を示すマトリクスである。インパクトアセスメント整合ガイドは，現行の

インパクトアセスメントによってどのような箇条及び細分箇条が既存の AI システム インパクトアセスメ

ント（この規格で説明）に情報を提供すべきかを示すために使用することが可能である。表 D.1 は，あく

まで例示であり，組織のニーズに合わせて変更することが可能である。 

表 D.1－インパクトアセスメント整合ガイドの視覚的ガイドの例 

列 
（row） 

この規格の細

分箇条 
この規格の第

2 階層の細分

箇条 

関連する

HRIA から

の潜在的な

インプット 

関連する

PIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

EIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

FIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

BIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

SIA からの

潜在的なイ

ンプット 

1. 5.1 なし X X 

（組織が記入する。） 

2. 5.2 5.2.1 － － 

3. 5.2.2 － － 

4. 5.2.3 － － 

5. 5.2.4 － － 

6. 5.2.5 X X 

7. 5.3 5.3.1 － － 

8. 5.3.2 X X 

9. 5.4 5.4.1 － － 

10. 5.4.2 － X 

11. 5.4.3 － X 

12. 5.4.4 － X 

13. 5.4.5 － X 

14. 5.5 5.5.1 X － 

15. 5.5.2 X X 

16. 5.6 5.6.1 － － 

17. 5.6.2 X X 

18. 5.7 5.7.1 － － 

19. 5.7.2 X X 

20. 5.7.3 X X 
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列 
（row） 

この規格の細

分箇条 
この規格の第

2 階層の細分

箇条 

関連する

HRIA から

の潜在的な

インプット 

関連する

PIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

EIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

FIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

BIA からの

潜在的なイ

ンプット 

関連する

SIA からの

潜在的なイ

ンプット 

21. 5.8 なし X － 

記号説明 
X：AI システム インパクトアセスメントに関係すると思われるインプット 

D.4 マッピングガイド 

マッピングガイドは，AI システム インパクトアセスメントを他の既存又は関連するアセスメントと組

み合わせてどのように使用できるかを示すための，説明資料を補足した視覚的ガイドである。これによっ

て，次が可能である。 

－ 繰り返し及び重複を避ける。 

－ AI システムのリスク源に包括的に取り組み，特定する。 

マッピングガイド自体は，組織がインパクトアセスメントへの統合的なアプローチを採用するのに役立

つ，簡単な概念的出発点である。このツールは，次を説明することを目的としている。 

－ AI システム インパクトアセスメントに関連する，又は重複する既存のインパクトアセスメントの範

囲 

－ 様々なインパクトアセスメントが共通の状況（例えば，組織の目標，マネジメント目的，リスク又は

リーダーシップ）を共有しつつ，主題領域における相違（例えば，AI，プライバシー，品質又はセキ

ュリティ）を許容する方法 

これは，調和のとれた構造によって共通性を確保しつつ，差異を許容する，マネジメントシステム規格

のアプローチを支持し，反映することを意図している。 

図 D.1 は，AI システム インパクトアセスメントと，組織全体の様々な領域における他のインパクトア

セスメントとの潜在的な関係を示している。これは，一つの可能な実装例を示すことを意図したものであ

る。 
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図 D.1－AI システム インパクトアセスメントと他のアセスメントとの間の潜在的関係 
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附属書 E 
（参考） 

AI システム インパクトアセスメントテンプレートの例 

E.1 一般 

この附属書では，組織が AI システム インパクトアセスメントを文書化するために使用及びカスタマイ

ズ可能であるテンプレートの例を提供する。テンプレートの項目は，箇条 6 の細分箇条に基づいている。

組織によって開発又は使用される AI システムごとに少なくとも一つの AI システム インパクトアセスメ

ントが実行されることが予想される。しかし，その AI システムライフサイクルを通じて，AI システムに

対して多数の AI システム インパクトアセスメントを実行しなければならない場合がある。 

注記 1 組織の AI 方針には，AI システム インパクトアセスメントを完了するタイミングの要求事項が

恐らく含まれている。場合によっては，組織の AI 方針は，組織が開発又は使用する全ての AI シ
ステムに対して AI システム インパクトアセスメントを実行することを義務付ける場合がある。

他の場合では，組織の AI 方針において，特定の条件を満たした場合には AI システムインパクト

アセスメントを実施することを求める旨が記載されていることがある。 

注記 2 E.2 の例は，独立の AI システム インパクトアセスメントを示している。しかし，既存のインパ

クトアセスメントに AI システム インパクトアセスメントを組み込むことは可能である。 

E.2 AI システム インパクトアセスメントテンプレートの例 

E.2.1 （システムの名称又は ID の）AI システム インパクトアセスメント 

AI システム インパクトアセスメントでは，AI システムが個人，個人の集まり及び社会に与える合理的

に予見可能なインパクトを特定し，AI システムの意図した用途が機密であるか又は限定的であるか，追加

のレビュー及び承認が必要であるかを決定する。このテンプレートを含む完成した AI システム インパク

トアセスメント文書は，“承認者名又はアカウンタビリティを負った部門”による承認を必要とする。 

E.2.2 システムの情報 

E.2.2.1 一般情報 

この AI システム インパクトアセスメントの対象となる AI システムの特定（表 E.1）。 

表 E.1－一般 AI システムの情報 

AI システムの名称又は ID アセスメント対象の AI システムを特定する情報 

他の AI システム ID アセスメント対象の AI システムを特定する別の方法 

AI システムライフサイクル段階 AI システム インパクトアセスメントを実行するライフサイクル段階の

情報 

注記 この表 E.1 の AI システムライフサイクル段階の特定に関する一番下の行は，この AI システム イ
ンパクトアセスメントが AI システムライフサイクルのどの段階で行われているかを示す。また，

組織によって AI システムが開発されている場合は，製品ライフサイクルのどの段階でこの AI シ
ステム インパクトアセスメントが実行されているかを示す。 

この AI システム インパクトアセスメントの改訂履歴の記録（表 E.2）。  
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表 E.2－改訂履歴 

作成者 AI システム インパクトアセスメントを担当する個人又はチームの名前 

最終更新日 AI システム インパクトアセスメントの最終更新日（必要に応じて更に行を追

加可能である。） 

この AI システム インパクトアセスメントのレビュー担当者及び承認者の特定（表 E.3）。 

表 E.3－レビュー及び承認 

レビュー担当者 AI システム インパクトアセスメントのレビューを担当する個人又はチームの

名前 

レビュー日 レビュー実施日 

承認者 AI システム インパクトアセスメントの承認を担当する個人又はチームの名前 

承認年月日 承認日 

E.2.2.2 AI システムの説明 

AI システムの基本的な説明，その AI システムがどのように機能するか，また，高レベルでどのように

機能するかを含む。レビュー担当者が AI システムとそれが動作する環境をよりよく理解するのに役立つ

と思われる添付文書を含めることが可能である（表 E.4)。6.3.1 を参照。 

表 E.4－基本的な AI システム記述 

6.3.1 に記載の基本的な AI システム記述 

E.2.2.3 AI システムの機能性及び能力 

AI システムの特徴及び能力，並びにそれらが計画されているか又は最新であるかについての詳細な記述

を含む（表 E.5)。他のシステムへの依存性を含む。6.3.2 参照。 

表 E.5－AI システムの機能性及び能力の記述 
 

AI システムの機能性

又は能力 
最新のバージョンか 計画済み又はスケジュール済みか 

1 6.3.2 に規定する機能

性又は能力の記述 
“はい”又は“いいえ” 計画されたバージョンか。予定バージョン及び日付 

2 6.3.2 に規定する機能

性又は能力の記述 
“はい”又は“いいえ” 計画されたバージョンか。予定バージョン及び日付 

3 ... ... ... 

他のシステムへの依存性の詳細（表 E.6)。 

表 E.6－他のシステムに対する AI システムの依存性の記述 

アセスメント対象の AI システムの，他のシステム並びにその機能性及び能力への潜在的な依存性に関する情報 

E.2.2.4 AI システムの目的 

AI システムの目的，その開発又は使用の理由，AI システムの価値提案，及び AI システムの使用によっ

て達成が期待される成果の説明を含む（表 E.7）。6.3.3 を参照。 
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表 E.7－AI システムの目的の記述 

6.3.3 に記載する AI システムの目的に関する情報 

E.2.2.5 意図した用途 

AI システムの，設計した全ての期待される意図した用途を含む（表 E.8）。6.3.4 を参照。 

表 E.8－AI システムの意図した用途の記述 
 

意図した用途の名称 意図した用途の記述。AI システムの意図した最終利用者，AI シ
ステムがいつ，どこで使用可能であるかの情報を含む。 

1 意図した用途の特定 6.3.4 に規定する AI システムの意図した用途の記述 

2 意図した用途の特定 6.3.4 に規定する AI システムの意図した用途の記述 

3 ... ... 

E.2.2.6 意図しない用途 

合理的に予見可能な誤使用に関する説明を含む（表 E.9）。6.3.5 を参照。 

表 E.9－AI システムの意図しない用途に関する記述 
 

意図しない用途の名称 意図しない用途の記述。この意図しない用途が AI システムの合

理的に予見可能な誤使用であるかどうかを含む。 

1 意図しない用途の特定 6.3.5 に記載する AI システムの意図しない用途の記述 

2 意図しない用途の特定 6.3.5 に記載する AI システムの意図しない用途の記述 

3 ... .. 

E.2.3 データ情報及び品質 

E.2.3.1 データ情報 

AI システムで使用されるデータセットに関する情報を含む。6.4.2 を参照。 

データセットごとに，表 E.10 を作成する場合がある。 

表 E.10－データ情報 

データセットの名称，バージョン，サイズ データセットの識別情報及び必要に応じた追加情報 

データセット所有者 該当する場合は，データセットの所有者 

データセットアクセス権 アクセス管理に関する情報 

データセットの内容の記述 データの時間的な範囲，データセットが現実，合成及び

半合成のいずれか，データセットの対象地域などに関す

る情報を含めることが可能である。 

このデータセットの意図した目的及び意図しない目

的。AI システムに使用することが承認されているかど

うかを含む。 

記載されているとおり。 

データ収集の詳細，どこから，誰によって，など データ来歴に関する情報 
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データセット及び対象地域における望ましくないバイ

アスに関する既知の，又は合理的に予見可能なリスク 
記載されているとおり。 

品質のためにデータセットに適用されるプロセス データセットに適用されるデータ品質プロセスの記述 

データ保護のインパクトアセスメントは必要か。 “はい”又は“いいえ”。データ内の PII の有無によっ

て異なる。 

E.2.3.2 データ品質の文書 

AI システムに使用されるデータセットごとに考慮されたデータ品質特性に関する情報を含む（表 E.11）。
6.4.3 を参照。 

表 E.11－データ品質情報 

満たされたデータ品質特性 

  データ品質特性 AI システムへの意義，達成日，関連する承認 

1 データ品質特性の名称及び記述 6.4.3 に規定するデータ品質の情報 

2 データ品質特性の名称及び記述 6.4.3 に規定するデータ品質の情報 

3 ... ... 

計画されているが，まだ満たされていないデータ品質特性。データ品質特性を満たす予定の日。 

  データ品質特性 システムの意義，達成予定日 

1 データ品質特性の名称及び記述 6.4.3 に規定するデータ品質の情報 

2 データ品質特性の名称及び記述 6.4.3 に規定するデータ品質の情報 

3 ... ... 

E.2.4 アルゴリズム及びモデルの情報 

E.2.4.1 アルゴリズムに関する情報 

AI システム用に開発又は使用される各アルゴリズムに関する情報を含む（表 E.12）。6.5.2 及び 6.5.3 を

参照。 

表 E.12－アルゴリズムの情報 

AI システムの目的及び意図する用途へのアルゴリズム

の適合性 
事業目的及び満たすべきタスクへの関連 

アルゴリズムの由来 例えば，科学論文，ジャーナル及びプレゼンテーショ

ン又はソースコードリポジトリ 

アルゴリズムの妥当性 例えば，この分野の信頼できる専門家によって試験さ

れ，証明されたもの 

現実世界での利用及びパフォーマンス 6.5.2 d)に規定するアルゴリズムのこれまでの使用に関

する情報 

データ要求事項 記載されているとおり。 

望ましくない結果に対する影響されやすさ 例えば，疑似相関，過適合又は望ましくないバイアス

の伝ぱ（播） 

法的，組織的又は技術的要求事項 

1 要求事項の名称及び記述 要求事項がどのように満たされたかの記述 



39 
Q 42005：0000 (ISO/IEC 42005：2025) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

2 要求事項の名称及び記述 要求事項がどのように満たされたかの記述 

3 ... ... 

満たされていない法的，組織的又は技術的な要求事項 

1 要求事項の名称及び記述 要求事項を達成するための計画 

2 要求事項の名称及び記述 要求事項を達成するための計画 

3 ... ... 

E.2.4.2 AI システムで使用されるモデルの情報 

AI システム（表 E.13）用に開発又は使用されたそれぞれのモデルに関する情報を含む。6.5.4 及び 6.5.5
を参照。 

表 E.13－モデルの情報 

a) データ（例えば，訓練,妥当性確認,試験）及び

モデルの開発に使用するアルゴリズム（6.5.3
参照） 

モデルの開発に使用したデータ及びアルゴリズムの記述 

b) モデル訓練のパラメータ及び方法 モデル訓練のパラメータ及び方法の記述 

c) データサンプルは，訓練，試験及び妥当性確

認データセット間で再利用しない。 
訓練，妥当性確認及び試験データセットが分離されてい

ることを確実にするための手順の記述 

d) 複数のモデルの訓練，試験及び妥当性確認の

ために取った手順 
複数のモデルを開発するために取った手順の記述 

e) 適切な特徴を選択するための基準及び取った

手順 
特徴を選択するために定義した基準及び取った手順の記

述 

f) モデル選定の基準 モデル選定のために定義された基準の記述 

g) モデルのパフォーマンスを評価するために使

用した指標 
例えば，精度，受信者動作特性（ROC），混同行列，二

乗平均平方根誤差（RMSE）又はクラスター中心までの

平均距離 

h) 選定したモデルが，本番データ上でうまく汎

化しているかどうかの評価 
モデルが，本番データに対して汎化しているかどうかを

決定するための評価の記述 

i) 選定したモデルが，望ましくないバイアス又

は他の危害を保持し続けるか，又は生み出す

かどうかの評価 

モデルが，望ましくないバイアス又は他の危害を保持し

続けるか，又は生み出すかどうかを判断するための評価

の記述 

j) モデルのアウトプットデータに PII が含まれ

ているか，又は作成されているかの評価 
モデルに PII が含まれているか，又は作成されているか

を判断するための評価の記述 

k) モデルの堅ろう（牢）性 モデルの堅ろう（牢）性を評価するために講じた対策

の記述 

l) データドリフトの検出及び修正 例えば，本番データが元の訓練データと特性面で異なり

始めた場合のモデルの再訓練 

m) モデルの再訓練のための基準及びプロセス モデルの再訓練のための基準及びプロセスの記述 

n) 継続学習のインパクト（実施している場合） 継続学習の使用に起因する合理的に予見可能なインパク

トの記述 

o) 計算及び環境に関する考慮事項 計算及び環境の側面がどのように考慮されているかの記

述 

法的，組織的又は技術的要求事項 
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1 要求事項の名称及び記述 要求事項がどのように満たされたかの記述 

2 要求事項の名称及び記述 要求事項がどのように満たされたかの記述 

3 ... ... 

満たされていない法的，組織的又は技術的な要求事項 

1 要求事項の名称及び記述 要求事項を達成するための計画 

2 要求事項の名称及び記述 要求事項を達成するための計画 

3 ... ... 

E.2.5 展開環境 

E.2.5.1 地理的領域及び言語 

AI システムが展開されている国又は地域の地理的，文化的又は法的な状況に関する情報を含む（表 E.14）。
6.6.1 を参照。 

表 E.14－展開環境 

a1) AI システムが現在展開されている場所 システムが現在展開されている地理的領域の表示 

a2) 計画的な展開場所 将来システムが展開される予定の地理的領域の表示 

b) 地理的展開領域に固有の法的要求事項 地理的展開領域に関連する法的要求事項の一覧 

c) 地理的展開領域の文化的配慮事項 地理的展開領域の関連する文化的仕様の記述 

d) 差別を受けている集まり，危険にさらされ

ている集まり，及び社会から疎外されてい

る集まり 

アセスメント対象の AI システムに関連する，地理的展開領

域における差別を受けている集まり，危険にさらされてい

る集まり，又は社会から疎外されている集まりの記述 

e) 地理的展開領域で話されている言語 アセスメント対象の AI システム，特に自然言語処理システ

ムに関連する，地理的展開領域で話されている言語の記述 

f) 地理的に存在する可能性のある人間の行動

的，社会的及び生理的特質 
アセスメント対象の AI システムに関連する側面としての行

動的，社会的又は生理的特質の記述 

E.2.5.2 展開環境の複雑さ及び制約 

AI システムの技術的な展開環境についての情報を含む（表 E.15）。 

表 E.15－展開環境の複雑さ及び制約 

AI システムは，どのように展開されているか，又は展

開が意図されているか。 
6.6.2 に記載したように，アセスメント対象の AI システ

ムがどのように展開されているか，又は展開される意

図であるかに関する情報 

展開の制約 展開における制約の記述（該当する場合） 

E.2.6 関連する利害関係者 

AI システム及びその使用によってインパクトを受ける可能性がある関連する利害関係者を決定する（表

E.16 及び表 E.17）。6.7 を参照。 

表 E.16－外部の関連する利害関係者 

  外部の関連する利害関係者の名称 AI システムに対する役割 

1 個人，個人の集まり，社会的弱者の集まり，社会，

データ主体など 
AI システムが特定された利害関係者にどのように影響

を与える可能性があるかの記述 
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  外部の関連する利害関係者の名称 AI システムに対する役割 

2 個人，個人の集まり，社会的弱者の集まり，社会，

データ主体など 
AI システムが特定された利害関係者にどのように影響

を与える可能性があるかの記述 

3 ... ... 

表 E.17－内部の関連する利害関係者 

  内部の関連する利害関係者の名称又はチームの名称 AI システムに関連する役割（例えば，開発者，シス

テム所有者又はオーバーサイトの責任者） 

1 チーム，部署など AI システムに関連する役割及びその影響を受ける可能

性のある記述 

2 チーム，部署など AI システムに関連する役割及びその影響を受ける可能

性のある記述 

3 ... ... 

E.2.7 実際の，及び合理的に予見可能な便益及び危害 

E.2.6 で特定した，各利害関係者のそれぞれについて，6.8.2 に記載する観点を使用して，その主体に対

する実際の，及び合理的に予見可能な便益及び危害を決定する（表 E.18）。 

表 E.18－便益及び危害 

  便益 危害 

アカウンタビリテ

ィ 
アカウンタビリティに関する合理的に予見

可能な便益の記述 
アカウンタビリティに関する合理的に予見

可能な危害の記述 

透明性 透明性に関する合理的に予見可能な便益の

記述 
透明性に関する合理的に予見可能な危害の

記述 

公平性及び差別 公平性及び差別に関する合理的に予見可能

な便益の記述 
公平性及び差別に関する合理的に予見可能

な危害の記述 

プライバシー プライバシーに関する合理的に予見可能な

便益の記述 
プライバシーに関する合理的に予見可能な

危害の記述 

信頼性 信頼性に関する合理的に予見可能な便益の

記述 
信頼性に関する合理的に予見可能な危害の

記述 

安全性 安全性に関する合理的に予見可能な便益の

記述 
安全に関する合理的に予見可能な危害の記

述 

説明可能性 説明可能性に関する合理的に予見可能な便

益の記述 
説明可能性に関する合理的に予見可能な危

害の記述 

環境へのインパク

ト 
環境へのインパクトに関する合理的に予見

可能な便益の記述 
環境インパクトに関する合理的に予見可能

な危害の記述 

E.2.8 AI システム障害及び合理的に予見可能な誤使用 

E.2.8.1 AI システム障害のインパクト 

E.2.6 で特定した利害関係者のそれぞれについて，AI システム障害のインパクトに関する情報を含む（表

E.19）。6.8.3.2 を参照。 

表 E.19－AI システム障害のインパクト 
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  障害の記述 潜在的障害によるインパクト（便益又は危害がある場

合を含む。） 

1 関連する利害関係者にインパクトを与える可能性

がある潜在的な障害の記述 
特定された潜在的な障害に起因するインパクトの記述 

2 関連する利害関係者にインパクトを与える可能性

がある潜在的な障害の記述 
特定された潜在的な障害に起因するインパクトの記述 

3 ... ... 

E.2.8.2 AI システムの合理的に予見可能な誤使用によるインパクト 

E.2.6 で特定した利害関係者のそれぞれについて，アセスメント中の AI システムの合理的に予見可能な

誤使用のインパクトに関する情報を含む（表 E.20）。6.8.3.3 を参照。 

表 E.20－AI システムの合理的に予見可能な誤使用のインパクト 

  合理的に予見可能な誤使用の記述 合理的に予見可能な誤使用に起因するインパクト 

1 関連する利害関係者にインパクトを及ぼす可能性

がある，合理的に予見可能な誤使用の記述 
特定された誤使用によるインパクトの記述（便益又は

危害の場合を含む。） 

2 関連する利害関係者にインパクトを及ぼす可能性

がある，合理的に予見可能な誤使用の記述 
特定された誤使用によるインパクトの記述（便益又は

危害の場合を含む。） 

3 ... ... 
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